
  

一 

令和 5 年 6 月 27 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８４９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
施
術
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
の
解
除 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

人
事
委
員
会
公
告 

○ 

令
和
五
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験

県
内
第
二
回

の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号 

 

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七

号

附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含

む

の
規
定
に
よ
り

次
の
施
術
者
を
指
定
施
術
者
に
指
定
し
た

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

氏

名 

施

術

所 

指

定

年

月

日 

名

称 

所

在

地 

関
川
康
二 

出
張

訪
問

鍼
灸

マ

サ

ジ
Ｒ
ｅ
ｌ

ｉ
ｅ
ｆ 

松
戸
市
稔
台
三
の
三
二
の
一 

令
和
四
年
十
月
一
日 

藤
間
あ
ゆ
み 

て
あ
て
在
宅
マ

サ

ジ 

松
戸
市
常
盤
平
陣
屋
前
四
の
一

七 

〃 

阿
部
哲
也 

は
り
・
き

う
治
療

院
癒
間 

成
田
市
並
木
町
一
四
六
の
一 

〃 

石
井
匠 

訪
問
マ

サ

ジ
Ｋ

Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
船
橋
ス

テ

シ

ン 

船
橋
市
上
山
町
一
の
一
三
六
の

一
六 

〃 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
藤
祐
希 

葵
あ
ん
ま
鍼
灸
院 

佐
倉
市
王
子
台
六
の
二
七
の
二

四 

〃 

大
野
豪
之 

Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ｇ
Ｅ
Ｒ
鍼

灸
・
整
骨
院
神
栖
院 

神
栖
市
深
芝
南
一
の
五
の
四 

〃 

岡
村
衛 

か
ら
だ
元
気
治
療
院

茂
原
店 

茂
原
市
高
師
四
九
四
の
一 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
四
年
千

葉
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定

で
指
定
し
た
特
定
有

害
物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去

当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の
全
部
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
を
解
除
す
る
区
域 

野
田
市
野
田
字
谷
端
三
九
九
番
二
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
実
施
措
置 

土
壌
汚
染
の
除
去 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 

な
お

当
該
区
域
は

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
五
十

八
条
第
五
項
第
十
号
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 
指
定
す
る
区
域 

東
金
市
上
武
射
田
字
下
荒
久
一

四
六
九
番
一
地
先
及
び
一

四
七
七
番
一
地

先

字
大
沼
一

六
九
五
番
の
一
部

一

六
九
五
番
地
先

一

七
〇
一
番
の
一
部

一

七
〇
一

番
地
先

一

七
〇
七
番
の
一
部

一

七
〇
七
番
地
先

一

七
一
三
番
の
一
部

一

七
一
三
番

地
先

一

七
一
九
番
の
一
部

一

七
一
九
番
地
先

一

七
二
〇
番
の
一
部

一

七
二
〇
番
地

先

一

七
二
六
番
の
一
部

一

七
二
六
番
地
先

一

七
三
一
番
の
一
部

一

七
三
一
番
地

先

一

七
三
二
番
一
の
一
部

一

七
三
二
番
一
地
先

一

七
三
二
番
二
の
一
部

一

七
三
二

番
二
地
先

一

七
三
二
番
三
の
一
部
及
び
一

七
三
二
番
三
地
先

字
上
野
一

七
三
七
番
一
の
一 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

6 

月

27

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８４９号 令和 5 年 6 月 27 日 (火曜日) 
 

部

一

七
三
七
番
一
地
先

一

七
三
七
番
二
の
一
部

一

七
三
七
番
二
地
先

一

七
三
八
番

の
一
部

一

七
三
八
番
地
先

一

七
四
四
番
の
一
部

一

七
四
四
番
地
先

一

七
四
九
番
の

一
部
及
び
一

七
四
九
番
地
先

字
出
戸
一

七
六
二
番
地
先

一

七
六
三
番
地
先

一

七
六
四

番
の
一
部

一

七
六
四
番
地
先

一

七
六
五
番
の
一
部

一

七
六
五
番
地
先

一

七
六
六
番

の
一
部

一

七
六
六
番
地
先

一

七
六
七
番
の
一
部

一

七
六
七
番
地
先

一

七
六
八
番
の

一
部

一

七
六
八
番
地
先

一

七
六
九
番
の
一
部
及
び
一

七
六
九
番
地
先
並
び
に
字
大
正
一

七
七
八
番
一
地
先

一

七
七
八
番
三
地
先

一

七
七
九
番
一
地
先

一

七
八
〇
番
一
地
先
及
び

一

七
九
三
番
一
地
先
並
び
に
下
武
射
田
字
鴻
野
一

八
二
六
番
一
の
一
部

一

八
二
六
番
一
地

先

一

八
二
六
番
二
の
一
部

一

八
二
六
番
二
地
先

一

八
二
七
番
一
の
一
部

一

八
二
七

番
一
地
先

一

八
二
七
番
二
の
一
部

一

八
二
八
番
一
地
先

一

八
三
〇
番
一
地
先

一

八

三
一
番
六
地
先

一

八
三
二
番
一
地
先

一

八
三
三
番
一
地
先

一

八
三
三
番
五
地
先
及
び

一

八
三
三
番
七
地
先

字
溜
付
一

八
三
四
番
一
地
先

一

八
三
四
番
三
地
先

一

八
三
六
番

一
地
先
及
び
一

八
三
七
番
二
地
先

字
北
出
一

八
七
一
番
地
先

一

八
七
二
番
一
地
先

一

八
七
二
番
二
地
先

一

八
七
二
番
三
地
先

一

八
七
二
番
四
地
先

一

八
七
二
番
五
地
先

一

八
七
四
番
一
地
先

一

八
七
四
番
三
地
先
及
び
一

八
七
四
番
五
地
先
並
び
に
字
道
玄
一

八

七
八
番
一
地
先

一

八
七
八
番
三
地
先

一

八
七
八
番
四
地
先

一

八
七
八
番
五
地
先

一

八
七
八
番
七
地
先

一

八
八
〇
番
一
地
先

一

八
九
三
番
一

一

八
九
三
番
一
地
先

一

八

九
三
番
二
の
一
部

一

八
九
三
番
二
地
先

一

八
九
四
番
一
の
一
部

一

八
九
四
番
一
地
先

一

八
九
四
番
四
の
一
部

一

八
九
四
番
四
地
先

一

八
九
四
番
七
の
一
部

一

八
九
四
番
七

地
先

一

八
九
六
番
四
の
一
部

一

八
九
六
番
七

一

八
九
七
番
二

一

八
九
七
番
三
の
一

部

一

八
九
七
番
五

一

八
九
七
番
五
地
先

一

八
九
七
番
六

一

八
九
七
番
六
地
先

一

八
九
七
番
七

一

八
九
七
番
八
の
一
部

一

八
九
七
番
九

一

八
九
七
番
一
〇

一

八

九
八
番
二

一

八
九
八
番
二
地
先

一

八
九
八
番
三

一

八
九
八
番
三
地
先

一

八
九
八
番

四
の
一
部
及
び
一

八
九
八
番
四
地
先

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
四
年

千
葉
県
告
示
第
五
百
四
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定

で
指
定

し
た
特
定
有
害
物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
定
を
解
除
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
を
解
除
す
る
区
域 

野
田
市
野
田
字
谷
端
三
八
二
番
三
の
一
部

三
八
二
番
三
地
先
及
び
三
九  

八
番
地
先

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

土
壌
汚
染
の
除
去 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

人

事

委

員

会

公

告 

 
 

 

令
和
五
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験

県
内
第
二
回

の
実
施 

 

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則

昭
和
五
十
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

第
六
条
の
規
定

に
よ
り

令
和
五
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

一 

試
験
職
種

採
用
予
定
時
期
及
び
採
用
予
定
人
員 

試
験
職
種 

採
用
予
定
時
期 

採
用
予
定
人
員 

警
察
官
Ａ

男
性

 

令
和
六
年
四
月
以
降 

一
五
名
程
度 

警
察
官
Ａ

女
性

 

令
和
六
年
四
月
以
降 

五
名
程
度 

警
察
官
Ｂ

男
性

 

令
和
六
年
四
月
以
降 

一
二
〇
名
程
度 

警
察
官
Ｂ

女
性

 

令
和
六
年
四
月
以
降 

三
〇
名
程
度 

二 

職
務
の
内
容 

 
 

警
察
法

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
務
に
従
事
す
る
警

察
官
と
し
て
の
職
務 

三 

給
与 

 
 

こ
の
試
験
に
合
格
し

大
学
又
は
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
後
直
ち
に
採
用
さ
れ
た
者
に
は

職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例

昭
和
二
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
号

等
の
規
定
に
よ
り

原
則
と
し
て
次

の
給
料
及
び
諸
手
当
が
支
給
さ
れ
る
予
定
で
あ
る

ま
た

勤
務
に
必
要
な
被
服
が
貸
与
さ
れ
る

 

試 

験 

職 

種 

適
用
給
料
表 

職
務
の
級 

号 

給 

警
察
官
Ａ

男
性

及
び
警
察
官
Ａ

女
性

 

公
安
職
給
料
表 

一 
 

級 

二
九
号
給 

警
察
官
Ｂ

男
性

及
び
警
察
官
Ｂ

女
性

 

〃 

〃 

一
三
号
給 

 
備
考 

警
察
官
Ａ

男
性

及
び
警
察
官
Ａ

女
性

に
つ
い
て
は
大
学
卒
業

警
察
官
Ｂ

男
性

及
び
警
察
官
Ｂ

女
性

に
つ
い
て
は
高
等
学
校
卒
業
の
場
合
を
示
し
て
あ
る

 

四 

受
験
資
格 

試
験
職
種 
採
用
予
定
時
期 

学 
 

 

歴 

年 

齢
・
性 

別 

警
察
官
Ａ

男
性

 

令
和
六
年
四
月
以

降 

一 

学
校
教
育
法

昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号

に
規
定

す
る
大
学
を
卒
業
し
た
者
又
は 

平
成
二
年
四
月
二
日
以

後
に
生
ま
れ
た
男
性 

 
 

 
 



  

三 

令和 5 年 6 月 27 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８４９号 
 

 
 

 

 
 

 

令
和
六
年
三
月
末
日
ま
で
に
卒

業
見
込
み
の
者 

 

 
 

二 

千
葉
県
人
事
委
員
会
が
一
に

該
当
す
る
者
と
同
等
の
資
格
が

あ
る
と
認
め
る
者 

警
察
官
Ａ

女
性

 

令
和
六
年
四
月
以

降 

〃 

平
成
二
年
四
月
二
日
以

後
に
生
ま
れ
た
女
性 

警
察
官
Ｂ

男
性

 

令
和
六
年
四
月
以

降 

 

警
察
官
Ａ

男
性

の
学
歴
に

該
当
し
な
い
者 

平
成
五
年
四
月
二
日
か

ら
平
成
十
八
年
四
月
一

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
男

性 

警
察
官
Ｂ

女
性

 

令
和
六
年
四
月
以

降 

 
警
察
官
Ａ

女
性

の
学
歴
に

該
当
し
な
い
者 

平
成
五
年
四
月
二
日
か

ら
平
成
十
八
年
四
月
一

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
女

性 

 

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

地
方
公
務
員
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

第

十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
及
び
平
成
十
一
年
改
正
前
の
民
法

明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号

の
規
定
に
よ
る
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
て
い
る
者

心
神
耗
弱
を
原
因
と
す

る
も
の
以
外

は

受
験
で
き
な
い

 

五 

試
験
の
方
法 

 
 

試
験
は
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
に
分
け
て
実
施
す
る
も
の
と
し

そ
れ
ぞ
れ
の
試
験
の
方
法

は
次
の
と
お
り
と
す
る

た
だ
し

第
二
次
試
験
は

第
一
次
試
験
合
格
者
で
な
け
れ
ば
受
験
す
る
こ

と
が
で
き
な
い

 

 

１ 

第
一
次
試
験 

試
験
の
方
法 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容 

教
養
試
験 

 

警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
な
知
識
及
び
知
能
に
つ
き

警
察
官
Ａ

男
性

及
び
警
察
官
Ａ

女
性

に
つ
い
て
は
大
学
卒
業
の
程
度
で

警
察
官
Ｂ

男
性

及
び
警
察
官
Ｂ

女
性

に
つ
い
て
は
高
等
学
校
卒

業
の
程
度
で

そ
れ
ぞ
れ
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う

 

論
文

作
文

試
験 

 

警
察
官
Ａ

男
性

及
び
警
察
官
Ａ

女
性

に
つ
い
て
は

課
題
に

つ
い
て
の
判
断
力

専
門
的
知
識

文
章
に
よ
る
表
現
力

文
章
構
成
力

そ
の
他
の
能
力
に
つ
い
て
記
述
式
に
よ
る
筆
記
試
験

論
文
試
験

を

警
察
官
Ｂ

男
性

及
び
警
察
官
Ｂ

女
性

に
つ
い
て
は

文
章
に
よ

る
表
現
力

課
題
に
対
す
る
理
解
力
そ
の
他
の
能
力
に
つ
い
て
記
述
式
に

よ
る
筆
記
試
験

作
文
試
験

を
行
う

 
 

 

 
 

資
格
技
能
審
査 

 

語
学

英
語
・
中
国
語
・
韓
国
語

情
報
処
理

財
務
及
び
柔
剣
道

に
つ
い
て

一
定
以
上
の
資
格
又
は
技
能
の
有
無
の
審
査
を
行
う

 

 

な
お

一
定
以
上
の
資
格
又
は
技
能
を
有
す
る
受
験
者
に
対
し
て
は

加
点
を
行
う

 

体
格
・
体
力
検

査 

 

警
察
官
Ａ

男
性

及
び
警
察
官
Ｂ

男
性

に
つ
い
て
は

職
務
遂

行
上
必
要
な
体
力
に
つ
い
て

腕
立
て
伏
せ

反
復
横
跳
び

立
ち
幅
跳

び
及
び
握
力
の
検
査
を
行
う

 

 

な
お

そ
の
基
準
は

別
表
の
と
お
り
と
す
る

 

 
 

備
考 

論
文

作
文

試
験
は

第
二
次
試
験
と
し
て
評
価
す
る

 

 

２ 

第
二
次
試
験 

試
験
の
方
法 

内 
 

 
 

 
 

 
 

 

容 

口
述
試
験 

 

人
柄

性
向
等
に
つ
い
て
面
接
等
に
よ
る
試
験
を
行
う

 

適
性
検
査 

 

素
質
及
び
性
格
に
つ
い
て
質
問
紙
法
及
び
作
業
検
査
法
に
よ
る
検
査
を

行
う

 

体
格
・
体
力
検

査 

 

職
務
遂
行
上
必
要
な
体
格
及
び
体
力
に
つ
い
て

検
査
を
行
う

 

 

な
お

そ
の
基
準
は

別
表
の
と
お
り
と
す
る

 

身
体
検
査 

 

健
康
状
態
に
つ
い
て
医
学
的
検
査
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
そ
の
他
の
検

査
を
行
う

 

 

３ 

受
験
資
格
等
の
調
査 

 
 

 

受
験
資
格
の
有
無
及
び
受
験
申
込
書
記
載
事
項
の
真
否
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
う

 

六 

試
験
の
期
日
及
び
場
所 

 

１ 

第
一
次
試
験 

期 
 

 
 

日 

試 
 

 

験 
 

 

場 

令
和
五
年
九
月
十
七
日

日
曜
日

 

城
西
国
際
大
学
千
葉
東
金
キ

ン
パ
ス 

東
金
市
求
名
一
番
地

 

 

受
験
申
込
み
の
状
況
等
に
よ
り

こ
の
試
験
場
以
外
の
千
葉
県
内
の
会
場
を
試
験
場
と
す
る

こ
と
が
あ
る

 

 
 

備
考 

試
験
場
は

千
葉
県
警
察
本
部
が
指
定
す
る

 

 

２ 
第
二
次
試
験 

 
 

 
令
和
五
年
十
月
中
旬
か
ら
下
旬
ま
で
に
行
う

 

 
 

 

な
お

第
二
次
試
験
の
期
日
及
び
場
所
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は

第
一
次
試
験
合
格
者
に
書
面
に

よ
り
通
知
す
る

 

七 

合
格
者
の
決
定
及
び
発
表 

 

１ 

第
一
次
試
験
合
格
者 

 
 

 

第
一
次
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
試
験
職
種
ご
と
に
合
格
者
を
決
定
し

令
和
五
年
十
月
二
日

月 



 
 

 

四 
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曜
日

予
定

に
千
葉
県
の
ホ

ム
ペ

ジ
並
び
に
千
葉
県
庁
及
び
千
葉
県
警
察
本
部
の
掲
示
板

に
そ
の
受
験
番
号
を
発
表
す
る

 

 
 

 
な
お

合
格
者
に
は
書
面
に
よ
り
通
知
す
る

 

 

２ 
最
終
合
格
者 

 
 

 

第
二
次
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
試
験
職
種
ご
と
に
最
終
合
格
者
を
決
定
し

令
和
五
年
十
二
月
中

旬
に
千
葉
県
の
ホ

ム
ペ

ジ
並
び
に
千
葉
県
庁
及
び
千
葉
県
警
察
本
部
の
掲
示
板
に
そ
の
受
験
番

号
を
発
表
す
る

 

 
 

 

な
お

合
否
の
結
果
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
本
人
に
通
知
す
る

 

八 

採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成
及
び
採
用
方
法 

 

１ 

最
終
合
格
者
は

試
験
職
種
ご
と
に
作
成
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
高
点
順
に
登
載
す
る

 

 
 

 

な
お

採
用
候
補
者
名
簿
は

当
該
採
用
候
補
者
名
簿
が
確
定
し
た
後
一
年
以
上
を
経
過
し
た
場

合
に
は
失
効
さ
せ
る

 

 

２ 

採
用
者
は

千
葉
県
警
察
本
部
長
に
提
示
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
の
う
ち
か
ら

決
定
さ
れ
る

 

九 

受
験
手
続 

 

１ 

受
験
申
込
用
紙
の
請
求
先
及
び
受
験
申
込
書
の
提
出
先 

 
 

 

千
葉
県
警
察
本
部
警
務
部
警
務
課

千
葉
市
中
央
区
長
洲
一
丁
目
九
番
一
号

並
び
に
千
葉
県
内

の
各
警
察
署

交
番
及
び
駐
在
所 

 

２ 

受
付
期
間 

 
 

 

令
和
五
年
六
月
二
十
七
日

火
曜
日

か
ら
八
月
十
五
日

火
曜
日

ま
で
と
す
る

た
だ
し

郵
送
の
場
合
は
同
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

イ
ン
タ

ネ

ト
に
よ
る
申
込
み
の
場
合
は
同
日

午
後
五
時
ま
で
に
受
信
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る

 

十 

そ
の
他 

 

１ 

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は

別
に
受
験
案
内
が
作
成
さ
れ
る
の
で
参
照
す
る
こ
と

 

 

２ 

受
験
申
込
用
紙
の
請
求

受
験
の
問
合
せ
等
を
郵
便
に
よ

て
行
う
場
合
に
は

宛
先
明
記
の
返

信
用
封
筒
を
必
ず
同
封
す
る
こ
と

 

別
表 

検
査
項
目 

基 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

準 

視
力 

 

両
眼
と
も
裸
眼
視
力
が
〇
・
六
以
上
で
あ
る
こ
と
又
は
両
眼
と
も
矯
正
視
力
が

一
・
〇
以
上
で
あ
る
こ
と

 

色
覚 

 

職
務
遂
行
上
支
障
が
な
い
こ
と

 

関
節
及
び
五

指
の
運
動 

 

腕
立
て
伏
せ 

 

職
務
遂
行
上
必
要
な
筋
力

敏
し

う
性

瞬
発
力
等
が
あ
る
こ
と

 

反
復
横
跳
び 

 
 

 

 
 

立
ち
幅
跳
び 

 

握
力 

 

 

備
考 

 
 

一 

警
察
官
Ａ

男
性

及
び
警
察
官
Ｂ

男
性

に
つ
い
て
は

第
二
次
試
験
に
お
い
て
腕
立
て

伏
せ

反
復
横
跳
び

立
ち
幅
跳
び
及
び
握
力
の
検
査
は
実
施
し
な
い

 

 
 

二 

警
察
官
Ａ

女
性

及
び
警
察
官
Ｂ

女
性

に
つ
い
て
は

体
格
・
体
力
検
査
の
全
検
査
項

目
を
第
二
次
試
験
に
お
い
て
実
施
す
る

 

                             

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


